
競 争 入 札 公 告 

 

独立行政法人日本学術振興会において、下記の契約について競争に付します。 

 

１．競争入札事項 

令和８年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業 中間評価現地ヒアリング等における Web 配信業務 

および録画撮影業務（調達番号：物品役務 43） 

２．競争参加資格 

（１）国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和７・８・９年度の関東甲信越地区における「役務

の提供等」の｢Ａ｣､「Ｂ」､「Ｃ」又は「Ｄ」等級に格付けされている者であること。 

（２）独立行政法人日本学術振興会契約規則第４条に規定する競争参加者の制限に係る事項に該当しない者

であること。 

（３）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第７７号）に規定するところの

暴力団員及びその構成員、準構成員又はその関係者でないこと。 

３．入札方法 

入札金額は、総額を記入すること。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格

とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

４．落札決定方法 

本公告に示した役務を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、独立行政法人日本学術振興会

契約規則第１０条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を

行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契

約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結すること

が公正な取引の秩序を乱すおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲

内の価格をもって入札した次順位者を落札者とする。 

５．契約期間 

契約締結日～令和８年１２月３１日（予定） 

６．入札説明書（仕様書）の交付方法 

本公告の日からＰＤＦファイルで交付する。 

必要な者は、keiyaku@jsps.go.jp あてに、件名に【J-PEAKS 中間評価現地ヒアリング等における Web 配信

業務および録画撮影業務（調達番号：物品役務 43）入札説明書希望】と記載のうえ、本文に①法人名、②

所在地、③担当者名、④電話番号、⑤Ｅメールアドレスを記載し送信すること。   

７．入札説明会の日時及び場所 

令和８年６月２６日（金）１４時００分 

独立行政法人日本学術振興会入札室（麹町ビジネスセンター６階） 

※上記６で交付した入札説明書（仕様書）を持参ください。当日配布はいたしません。 

８．提出物受領期限 

・令和８年７月３日（金）１７時００分まで（機器リスト） 

・令和８年７月１０日（金）１７時００分まで（入札書、全省庁統一資格書類（写）、委任状、身分証（名

刺など）、参考見積書、受注実績書、業務の実施体制図） 

・令和８年８月５日（水）１７時００分まで（落札内訳書、誓約書、実施内容・管理体制等） 

独立行政法人日本学術振興会総務部会計課契約・経理室契約・管理係（麹町ビジネスセンター６階） 

９．開札の日時及び場所   

令和８年７月２９日（水）１４時００分  

独立行政法人日本学術振興会入札室（麹町ビジネスセンター６階） 



10．入札の無効 

独立行政法人日本学術振興会契約規則第１５条各号に掲げる入札書は無効とする。 

11．契約条件 

契約条件は別紙契約書（案）のとおり。 

12．入札保証金及び契約保証金 

免除する。 

13．契約書の作成 

契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

14. 独立行政法人の契約に係る情報の公表 

当振興会が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月

７日閣議決定）により、当振興会と一定の関係を有する法人と契約する場合には、当該法人への再就職の

状況、当該法人との取引等の状況について情報を公表するなどの取組みをしています。 

これにより以下のとおり、当振興会との関係に係る情報を当振興会ホームページにて公表しますので、

所要の情報の当振興会への提供及び公表に同意のうえ、応札・応募又は契約締結していただきますようお

願いします。（応札・応募又は契約締結をもって同意されたものとします。） 

（１）公表の対象となる契約先 

次のいずれにも該当する契約先 

①当振興会において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以上の職

を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること 

②当振興会との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること 

（２）公表する情報 

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名

称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 

①当振興会の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当振興会役職員経験者）の人数、職名及び当振興

会における最終職名 

②当振興会との間の取引高 

③総売上高又は事業収入に占める当振興会との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する

旨 ３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

④一者応札又は一者応募である場合はその旨 

（３）当方に提供していただく情報 

①契約締結日時点で在職している当振興会役職員経験者に係る情報（人数、現在の職名及び当振興会

における最終職名等） 

②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当振興会との間の取引高 

（４）公表日 

契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内 

 

15．その他 

詳細は入札説明書による。 

 

以上公告する。  

 

令和８年６月１７日 

 

契約担当者 

独立行政法人日本学術振興会 

理 事 長          杉 野  剛 


